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で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

今
回
政
府
が
行
お
う
と
し

て
い
る
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
は
、
社
会
保
障
の
機

能
維
持
の
た
め
の
安
定
財
源

確
保
と
財
政
健
全
化
の
同
時

達
成
を
目
指
す
も
の
で
、
社

会
経
済
の
動
向
等
を
判
断
し
、

実
施
す
べ
き
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。

伊
方
原
発
へ
の
対
応

問①
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果

を
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に

提
出
し
、
評
価
が
決
定
さ
れ

る
と
い
う
が
、
再
稼
働
に
つ

い
て
見
解
を
。

②
廃
炉
に
つ
い
て

③
従
来
以
上
に
積
極
的
に
、

国
・
四
国
電
力
へ
対
応
を
。

答
　
中
村
市
長

①
本
市
は
、
再
稼
働
の
是
非

に
つ
い
て
意
見
を
申
し
述
べ

る
立
場
で
は
な
い
が
、
東
京

国内で唯一、内海に面した伊方原発

市
政
を
問
う
！

一
般
質
問

一
般
質
問

一
般
質
問

 

髙
井
　
洋
一
　
議
員

「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
に
つ
い
て

問　
消
費
税
増
税
は
、
東
北
大

震
災
の
被
災
者
は
も
と
よ

り
、
家
計
と
景
気
を
悪
化
さ

せ
、
財
政
危
機
を
深
め
る
。

市
長
の
認
識
を
問
う
。

答
　
中
村
市
長

　

社
会
保
障
制
度
は
、
現
在

で
も
全
体
と
し
て
給
付
に
見

合
う
負
担
を
確
保
で
き
て
い

な
い
。
そ
の
機
能
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
現
在
の

制
度
を
給
付
、
負
担
両
面
で

現
世
代
間
、
世
代
内
の
公
平

が
確
保
さ
れ
た
改
革
が
必
要

電
力
福
島
第
一
原
発
の
原
因

解
明
を
急
ぎ
、
こ
れ
に
よ
り

得
ら
れ
る
知
見
を
反
映
し
た

再
稼
働
の
条
件
や
必
要
な
安

全
基
準
を
政
府
が
明
確
に
す

る
こ
と
を
望
む
。

②
原
子
力
に
か
わ
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
開
発
な
ど
の
先
行
き
が

見
通
せ
た
と
き
に
、
脱
原
発

が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は

徹
底
し
た
安
全
を
追
求
し
な

が
ら
、
原
子
力
と
向
き
合
っ

て
い
く
こ
と
が
現
実
的
な
対

応
で
あ
る
と
考
え
る
。

③
伊
予
市
で
は
、
下
灘
地
区

の
一
部
が
緊
急
防
護
措
置
区

域
、
残
る
地
域
の
大
半
が
放

射
性
ヨ
ウ
素
防
護
地
域
と
な

る
。

　

市
民
の
安
全
・
安
心
を
担

保
す
る
た
め
に
は
、
市
民
の

声
を
四
国
電
力
や
国
に
届
け
、

協
議
で
き
る
場
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
。

双
海
地
区
上
水
道
統
合
計

画
を
問
う

①
事
業
規
模
（
受
益
地
域
・

人
口
）

②
地
区
ご
と
の
完
成
年
度

③
資
金
計
画

④
地
元
の
対
応

⑤
未
給
水
地
区
の
将
来
対
応

答
　
水
道
部
長

①
平
成
28
年
度
ま
で
の
全
体

事
業
費
は
、
16
億
３
０
０
０

万
円
で
あ
る
。

　

給
水
区
域
内
の
人
口
は
、

平
成
23
年
11
月
末
現
在
で
２

３
９
２
人
、
そ
の
う
ち
未
給

水
区
域
は
７
３
０
人
で
あ
る
。

②
集
約
浄
水
場
及
び
灘
町
地

区
の
整
備
を
26
年
度
ま
で
に
、

本
郷
、
城
ノ
下
、
高
野
川
、

久
保
及
び
両
谷
西
地
区
を
27

年
度
ま
で
に
、
28
年
度
に
唐

崎
、
本
谷
、
三
島
下
組
、
大

栄
地
区
を
整
備
す
る
。

③
補
助
対
象
事
業
費
か
ら
補

助
金
を
控
除
し
た
額
の
50
％

に
つ
い
て
簡
易
水
道
事
業
債

を
充
当
し
、
残
り
の
50
％
は

過
疎
債
を
充
当
す
る
。

　

あ
わ
せ
て
未
給
水
区
域
整

備
に
伴
う
地
元
分
担
金
も
有

効
に
活
用
す
る
。

④
平
成
23
年
６
月
か
ら
水
利

関
係
者
、
既
存
の
簡
易
水
道

組
合
及
び
計
画
未
給
水
区
域

７
地
区
で
の
説
明
会
を
計
15

回
実
施
し
た
。
上
記
地
区
の

事
業
へ
の
参
画
を
確
認
し
た
。

⑤
可
能
な
限
り
周
辺
の
未
給

水
区
域
の
解
消
を
図
ろ
う
と

計
画
し
て
い
る
が
、
未
給
水

区
域
の
さ
ら
な
る
整
備
促
進

に
つ
い
て
は
、
伊
予
市
飲
用

井
戸
整
備
事
業
費
補
助
金
交

付
制
度
を
活
用
し
た
整
備
で

の
対
応
を
考
え
て
い
る
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

・
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護

保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て


